
 

 

業 務 案 内 書 
 

(1) 業務の範囲 (修理可能医療機器の区分)・標準作業の要点  

 

特定  第 1区分：画像診断システム関連 

    第 2区分：生体現象計測・監視システム関連 

    第 3区分：治療用・施設用機器関連 

    第 4区分：人工臓器関連 

    第 5区分：光学機器関連 

    第 6区分：理学療法用機器関連 

    第 8区分：検体検査用機器関連 

 

 非特定   第 1区分：画像診断システム関連 

    第 2区分：生体現象計測・監視システム関連 

    第 3区分：治療用・施設用機器関連 

    第 4区分：人工臓器関連 

    第 5区分：光学機器関連 

    第 6区分：理学療法用機器関連 

        第 7区分：歯科用機器関連 

    第 8区分：検体検査用機器関連  

    第 9区分：鋼製器具・家庭用医療機器関連 

 

上記、医療機器類に関して、消耗品を除く範囲で修理業務を行います。 

故障内容により軽微な場合は出張修理で対応いたします。 

その他は、メーカーへの出張修理依頼、持ち帰り後メーカーへ転送処理で対応を行います。 

(2)  管理体制・規模・配置人数 

     

     責任技術者：  小澤 賢二 

     修理従事者：     8名 

     そ の 他：  事務員    

 

(3)  故障時・緊急時の連絡先及び修理対応時間 

         受付      月～金  9：00～17：30 

     修理対応時間  9：00～17：30 

         電話      086-465-6555  FAX  086-466-1211 

         住所      岡山県倉敷市中島 2355-10 

     名称      株式会社小沢医科器械 

             代表取締役 小澤直人 


